
 国立大学法人東京農工大学学則の一部を改正する学則を次のとおり制定する。 

 
  平成１７年６月２９日 

国立大学法人東京農工大学長 小 畑 秀 文  

 
１７ 経教 規則第１１号 

   国立大学法人東京農工大学学則の一部を改正する学則 

 
国立大学法人東京農工大学学則（１６経教規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 
第５６条第１項第７号及び第２項第５号を削る。 

 
第８７条第７号を次のとおり改める。 

七 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高等学校

卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資

格検定規程（昭和２６年文部省令第１３号）による大学入学資格検定に合格した者を

含む。）で、１８歳に達した者 

 
附 則（１７ 経教 規則第１１号） 

この規則は、平成１７年６月２９日から施行する。 
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